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新潟市こころの健康センター 



はじめに 
 

 新潟市こころの健康センターの令和６年度の所報をお届けいたします。市⺠の皆様、なら
びに関係者の皆様におかれましては、令和６年度における当センターの事業内容をご覧いた
だき、忌憚のないご意見やご感想をお寄せくださるようお願い申し上げます。 
 令和６年度、改正精神保健福祉法の施行は、精神科入院医療に新たな変革をもたらしまし
た。この改正における重要なポイントは、① 医療保護入院制度の見直し、② 精神科病院に
おける虐待防止に向けた取組、③ 入院者訪問支援事業、の３点でした。それらのうちもっと
も大きな変化は、それまで無期限であった医療保護入院に、３か月（場合によっては６か月）
という入院期間が設けられたことでした。入院期間は更新が可能なため、短期的影響は見え
にくいかもしれませんが、⻑期的には医療保護入院の減少や入院期間の短縮などの効果が見
込まれています。 

この改正により、精神医療審査会の審査件数が大幅に増えることになりました。全国的に
審査が滞ることが懸念されていましたが、本市では、関係団体・機関の御協力により審査委
員を増員し審査を行う合議体を２から３に増やすことで、円滑に対応することができました。 

そのほか、虐待防止の取組として、精神科病院における虐待の申請や届出を、こころの健
康センターで受け付けて対応したほか、病院職員向けの研修会を開催しました。入院者訪問
支援事業については、訪問支援員の養成等の準備を進め、年度が変わった令和７年１０月か
ら事業を開始することができました。 

これら３つの取り組みを進めていくことで、現に精神科医療を利用している方々はもちろ
ん、これから利用しようとする方々が、より安心して医療を受けていただけるようになるこ
とが期待されます。それは最終的には、〈精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
（にも包括）〉の⽬標である、精神障がいの有る無しに関わらず、誰もが安心して地域で⽣
活できる社会の構築に繋がることになります。 

こころの健康センターとしては、「新潟市精神障がい者の地域⽣活を考える会」が行う
〈にも包括〉に関わる諸事業との連動を図りながら、医療・福祉だけでなく社会全体を巻き
込んだ真に包括的なシステムの構築を⽬指してまいります。 
 市⺠の皆様、ならびに関係者の皆様におかれましては、変わらぬ御理解と御協力を賜りま
すよう，よろしくお願い申し上げます。 
 
        令和８年1月 
        こころの健康センター 所⻑ 
        福島 昇 
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１ 施 設 概 要 

（１） 名 称  新潟市こころの健康センター 

（２） 所在地  〒951-8133 新潟市中央区川岸町１丁目５７番地１ 

         電  話 ０２５－２３２－５５６０
こ こ ろ ま る

（相談専用） 

              ０２５－２３２－５５５１ (事務連絡専用) 

          Ｆ Ａ Ｘ ０２５－２３２－５５６８    

（３） 沿 革   

平成 19年 4 月 1日 政令指定都市移行に伴い開設。 

平成 23 年 4 月 1日 組織改編に伴い，福祉部障がい福祉課より 

精神保健福祉室が移管，いのちの支援室を新設。 

          平成 24 年 4月 1 日 自殺予防総合対策センターを設置。 

     平成 28 年 4月 1 日 法改正に伴い，自殺予防総合対策センターを 

地域自殺対策推進センターに変更。     

（４） 案内図   
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（５）施設面積等

敷地面積 590.09㎡

423.78㎡

駐 車 場 8台

構 造 鉄筋コンクリート造２階建

名      　称 床面積（㎡）

玄 関 4.72

事 務 室 61.52

書 庫 10.53

ロ ッ カ ー 室 3.71

相 談 室 １ 9.85

相 談 室 ２ 8.16

相 談 室 ３ 14.40

待 合 室 14.14

カ ル テ 保 管 庫 7.70

事 務 室 95.25

会 議 室 72.83

診 察 室 ・ 所 長 研 究 室 17.45

ロ ッ カ ー 室 8.32

倉 庫 4.13

332.71

延べ床面積

134.73１階

197.98２階

合　　　　　　　　計

部　   　屋 
個別床面積（㎡）
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（６） 施設平面図

【１階】

階段

【２階】

階段

待合室

ロッカー室

事務室

相談室　１ 相談室　２

診察室
所長研究室

女性トイレ

男性トイレ

倉庫

相談室　３

玄関

会議室事務室

カルテ保管庫 バリアフリートイレ

ロッカー室

書庫
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２ 職  員 体 制 

（令和７年３月３１日現在） 

 

 
 
所長（精神科医）１ 

所
長
補
佐
（
事
務
職
）
１ 

 
＜いのちの支援室＞ 
 室長（保健師）１ 
保健師 １  
精神保健福祉士 １ 
社会福祉士 ３（うち２２条職員１ 会計年度任用職員１） 

 

 
＜グループ制＞ 
 係長（保健師）１ 
 係長（精神保健福祉士）２ 
 精神保健福祉士９（うち会計年度任用職員１） 
事務職４（うち再任用職員１ 会計年度任用職員２） 
電話相談員３（会計年度任用職員） 

4



３　令和6年度　歳入歳出決算状況

（１）歳　　入　　

(民生費国庫補助金）

（２）歳　　出　　

施設設備修繕工事

各種団体補助金・加入団体等負担金等

措置入院に係る医療費

※職員の給与等を除く

1,303,300 研修会講師，委員等謝礼ほか

需 用 費

5,413,185 郵便料，電話料，文書料等

旅 費

4,791,927

601,921

工 事 請 負 費

職員旅費，手帳等判定医費用弁償，講師
招聘旅費ほか

負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 12,307,607

使 用 料 及 び 賃 借 料 1,129,760

委 託 料 72,409,467

合　　　　　　　計 131,361,968

科　　　　　　　目 決　算　額 備　　　　　考

償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 587,604 国庫負担金等の返還金

27,694,697扶 助 費

786,500

地域自殺対策緊急強化事業費補助金

（単位：円）

車両リース代,モバイルPC賃借料等

役 務 費

報 酬 4,336,000 審査会委員，手帳等判定医等の報酬ほか

報 償 費

事業委託料，清掃，警備（機械），自動
ドア点検等

事務用消耗品費，印刷製本費，光熱水費等

県 支 出 金 (民生費県補助金) 1,579,000 地域生活支援事業費補助金

合　　　　　計 64,237,269

(衛生費県補助金) 24,328,000

措置入院に係る費用徴収分

14,196,000
ひきこもり対策推進事業費補助金，地域
生活支援事業費補助金，認知症対策等総
合支援事業費補助金ほか

(衛生費国庫補助金) 9,525,984
精神科救急医療体制整備事業費補助金，
地域自殺対策推進センター運営事業費補
助金ほか

国 庫 支 出 金 (衛生費国庫負担金) 14,583,469 措置入院費・移送費負担金

（単位：円）

科　　　　　目 決　算　額 備　　　　　考

分 担 金 及 び 負 担 金 (衛生費負担金) 24,816
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４ 令和６年度 事業実績 

（１） 会議運営 

 

① 精神保健福祉審議会   

   精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 9 条及び新潟市精神保健福祉審議会条例に基づき，精神保

健及び精神障がい者の福祉に関する事項を調査審議するため，年1回，精神保健福祉審議会を開催してい

る。 

 

日 程 議 事 出席者 

 

 

令和7年 

1月30日（木） 

議事 

地域移行・地域定着支援事業について 

報告 

(1)その他の精神保健福祉施策について 

(2)自殺総合対策について 

(3)精神科病院虐待防止対策事業について 

委  員 ：12名 

 

 

 

 

② 精神保健指定医会議／精神科病院事務長・看護部長会議 

   精神保健福祉行政の推進のため，新潟県精神医療機関協議会との共催により，精神保健指定医会議及び

精神科病院事務長・看護部長会議を新潟県と共同で開催した。 

 

日 程 議 事 出席者 

令和7年 

1月22日（水） 

【第 1 部】精神保健指定医会議／精神科病院事務長・看護部

長会議   
(1) 精神科救急医療対策事業について 
(2) 措置入院の実績等について 
(3) 精神科病院実地指導・入院患者病状実地審査について 
(4) 精神医療審査会の審査実績について 
(5) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム事業実施

状況について 
(6) 入院者訪問支援事業について 
(7) 新潟 DPAT について 
(8) 精神保健指定医の証等について 
(9) 精神障害者保健福祉手帳診断書の作成について 
(10) 精神科病院における虐待防止について          

【第2部】 
意見交換 

精神保健指定医：40名   

事務長・看護部長：56名 
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(２) 審査判定 

① 精神医療審査会事務  

精神医療審査会は，精神障がい者の人権に配慮しつつ，その適正な医療及び保護を確保するた

めに，精神科病院に入院している精神障がい者の処遇などについて，専門的かつ独立的な機関と

して審査を行っている。 

 

委員体制 

  合議体  ３合議体  

 委員数  ２２名（医療委員１０名 法律家委員５名 有識者委員７名） 

 

開催状況 

合議体  開催回数 ２７回     出席委員数 延１２８人 

総 会  開催回数  １回     出席委員数 延 １５人 

 

退院等請求審査 

区 分 

前年度

繰り越

し件数 

請求 

件数 

審査 

件数 

審査結果 

面接 

での 

意見 

聴取 

件数 

取下件数 

(含消失) 

次年度 

繰り越

し件数 

現在の

入院形

態によ

る入院

又は処

遇は適

当 

他の入

院形態

への移

行が適

当 

病状等

につい

て報告

を求め

ること

が適当 

入院又

は処遇

は不適

当 

退院請求 9 54 41 41 0 0 0 27 18 4 

処遇改善請求 4 18 9 9 0 0 0 3 12 1 

合 計 13 72 

50 

50 0 0 0 30 

30 

5 (1.9) (35.3％) 

注 1 注 2 

注1） （ ）内は１回あたりの審査件数 

注2） （ ）内は請求件数に占める取り下げ件数の割合（％） 
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書類審査 

区   分 審査件数 

審査結果 

意見聴取

件数 

現在の入院

形態による

入院又は処

遇は適当 

他の入院形

態への移行

が適当 

病状等につ

いて報告を

求めること

が適当 

入院継続又

は処遇内容

は不適当 

医療保護入院届 1,390 1,390 0 0 0 0 

定期病状報告 
措置入院 8 8 0 0 0 0 

医療保護入院 163 163 0 0 0 0 

医療保護入院更新届 1,125 1,125 0 0 0 0 

措置入院決定報告書 36 36 0 0 0 0 

合   計 
2,722 

2,722 0 0 0 0 （100.8） 

注 1 

注 1 （ ）は合議体１回あたりの審査件数 

 

退院等請求相談電話の受理状況 

件 数 内 訳 
 入院者本人 その他(家族等) 

156 154 2 

 
審査実績年次推移（直近 3年） 

 令 和 4 年 度 令和 5 年度 令和 6 年度 

審査会開催回数 18 18 27 

退院等請求 審査件数 28 49 50 

医療保護入院 入院届 審査件数 1,450 1,415 1,390 

定期病状報告書 審査件数 1,314 1,236 171 

更新届 審査件数 0 0 1,125 
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② 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費（精神通院医療）に関する判定事務 

 
 精神障害者保健福祉手帳の交付の可否及び等級判定，精神障害者の自立支援医療費に係る 

支給認定のうち，専門的な知識及び技術を必要とするものに関して，委員４名で構成される 

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給認定判定会において判定を行っている。 

 
 

  

判定会開催回数 

  
    月２回（年間２４回） 

 

 

精神障害者保健福祉手帳判定件数 
                                   （件） 

判 定 件 数 3,642 

承 

認 

内 

訳 

新  規   868 

更  新  2,634 

等級変更    12 

計 3,514 

区分 
1 級 2 級 3 級 

161 3,110 243 

不 承 認   14 

       ※判定確定件数であり，継続件数は含まない 

 

 

自立支援医療費判定件数 
（件） 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

※判定確定件数であり，継続件数は含まない 

 

判 定 件 数 7,055 

承 

認 

新 規 1,734 

更 新 5,270 

変 更    14 

計 7,018 

不 承 認    1 
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（３） 精神科救急医療対策 

①  精神科救急医療システム 

 

休日昼間と夜間において，精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化等により，緊急に医療を必要とする

者に対して精神科救急医療体制を確保するため，新潟県と共同で精神科救急医療システムを運営している。 

 

 

【休日昼間】 

年 度 
      ブロック 

状 況 
県 北 新潟・佐渡 県 央 魚 沼 上 越 合 計 

令和4年度 

 

稼働日数 33 112 98 38 84 365 

当番日数 122 172 121 92 122 629 

稼働率 27.0% 65.1% 81.0% 41.3% 68.9% 58.0% 

対応件数 

 

電話のみ 13 213 486 53 153 918 

来院 23 97 71 8 33 232 

計 36 310 557 61 186 1,150 

入院 9 22 28 8 13 80 

令和5年度 

 

稼働日数 27 95 88 37 70 317 

当番日数 123 173 122 94 123 635 

稼働率 22.0% 54.9% 72.1% 39.4% 56.9% 49.9% 

対応件数 

 

電話のみ 17 187 403 40 128 775 

来院 15 93 68 13 34 223 

計 32 280 471 53 162 998 

入院 8 26 28 10 11 83 

令和6年度 

稼働日数 26 94 90 55 81 346 

当番日数 118 172 122 96 122 630 

稼働率 22.0% 54.6% 73.7% 57.2% 66.3% 54.9% 

対応件数 

電話のみ 17 173 346 74 149 759 

来院 14 78 63 14 28 197 

計 31 251 409 88 177 956 

入院 7 20 31 8 14 80 
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【夜間】 

年 度 
      ブロック 

状 況 
県 北 新潟・佐渡 県 央 魚 沼 上 越 合 計 

令和4年度 

 

稼働日数 36 241 199 15 55 546 

当番日数 74 291 238 33 94 730 

稼働率 48.6% 82.8% 83.6% 45.5% 58.5% 74.8% 

対応件数 

 

電話のみ 27 1,193 836 23 95 2,174 

来院 34 124 105 4 20 287 

計 61 1,317 941 27 115 2,461 

入院 12 48 58 2 12 132 

令和5年度 

 

稼働日数 43 257 191 11 46 548 

当番日数 69 297 240 33 93 732 

稼働率 62.3% 86.5% 79.6% 33.3% 49.5% 74.9% 

対応件数 

 

電話のみ 40 1055 703 7 73 1,878 

来院 29 171 75 6 11 292 

計 69 1226 778 13 84 2,170 

入院 9 72 41 6 5 133 

令和6年度 

稼働日数 34 245 190 14 60 543 

当番日数 70 295 231 34 100 730 

稼働率 48.6% 83.1% 82.3% 41.2% 60.0% 74.4% 

対応件数 

電話のみ 25 945 1030 20 104 2,124 

来院 21 142 63 6 18 250 

計 46 1,087 1093 26 122 2,374 

入院 13 56 43 3 11 126 

 

  

② 精神科救急医療システム連絡調整委員会  

  

精神科救急医療システム連絡調整委員会は，精神科救急医療体制の円滑な運営を図るため，新潟県及び新潟

市が共同で設置している。 

【開催方法：オンライン】 

日 程 議 事 ・ 報 告 出席者 

令和7年 

1月28日（火） 

午後5時 

～午後6時 

(1) 精神科救急医療対策事業の稼働状況について 

(2) 新潟県精神科救急情報ダイヤルについて 

(3) 精神医療相談窓口について 

(4) 令和7年度の精神科救急システム事業について 

委 員 ：17名 

事務局 ：11名 

関係者 ： 3名 

 

 

 

11



（４） 措置入院・措置診察業務  

① 入院措置業務 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第22条から第26条までの規定による申請，通報又は届出のあ
った者について調査の上必要があると認めるときは，同法第 27 条に基づき，精神保健指定医による措置診
察を実施している。 

（件） 

年 度 申請・通報等種別 申請・通報等件数 措置診察件数 要措置件数 措置不要件数 

令和4年度 

22条申請 1 0 0 0 

23条通報 91 66 31 35 

24条通報 27 4 3 1 

25条通報 0 0 0 0 

26条通報 50 1 1 0 

合計 169 71 35 36 

令和5年度 

22条申請 1 0 0 0 

23条通報 84 61 37 24 

24条通報 29 4 3 1 

25条通報 0 0 0 0 

26条通報 50 0 0 0 

合計 164 65 40 25 

令和6年度 

22条申請 1 0 0 0 

23条通報 96 63 35 28 

24条通報 19 4 3 1 

25条通報 0 0 0 0 

26条通報 49 0 0 0 

合計 165 67 38 29 

 

 

② 措置入院制度連絡調整会議  

 措置入院制度の充実と円滑な運用を図るため，新潟県と共同で措置入院制度連絡調整会議を開催してい

る。 

【開催方法：オンライン】 

日 程 議 事 出席者 

令和7年 

1月28日（火） 

午後6時10分 

～午後7時10分 

(1) 措置入院受入及び措置診察等の実績について         

(2) 休日の措置入院受け入れ体制に関するアンケートについて 

 

委 員 ：16名 

事務局 ：11名 

 

③  措置入院者等の退院後支援 

平成 30 年 3 月，厚生労働省より「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関する指針」の策定
を受け，同年8月から措置入院者等の退院後支援を開始している。措置入院となった対象者のうち，退院
後支援に同意した者に対し，支援ニーズの把握，個別ケース検討会議等を実施しながら退院後支援計画を
作成し，計画に基づいた相談・訪問等の支援を実施している。令和6年度は計画の作成を12名に行った。 
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（５）精神障がい者地域移行・地域定着支援事業 

    精神障がい者が，本人の意向に沿って充実した生活が継続できるよう，保健，医療，福祉等の関係機

関の連携のもと，受け皿となる地域づくり，人づくりなど体制整備を行っている。 

 

① 「新潟市精神障がい者の地域生活を考える会」の設置 

「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めるため，当事者や家族及び保健・医療・

福祉関係者が，互いに連携しながら，支援方策，役割等を検討し，また,顔が見える関係性を構築しな

がら，地域づくりに向けた課題などを協議する場として，令和２年度から設置している。 

      

② ｢新潟市精神障がい者の地域生活を考える会｣ 全体会及びワーキンググループにおける 

取り組み  

＜全体会＞地域課題の共有と各事業の成果等を評価，協議 

委員１７名（当事者，家族，精神科医，看護師，精神保健福祉士，大学教員， 

相談支援専門員，基幹相談支援センター，障がい者就業支援センター， 

地域包括支援センター，社会福祉協議会など） 

 

第1回全体会 

令和6年5月24日 

出席委員12名 

議事 

１ 各ワーキンググループの活動報告 

２ 本市における精神障がいにも対応した地域包括ケア 

システム構築の進捗状況について   他 

第2回全体会 

令和6年11月 29日 

出席委員14名 

【新潟市における精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムイメージ図】 
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＜人材育成班＞人材育成や支援者同士の「顔の見える関係づくり」構築のための研修会等を検討 
班員３名（看護師，精神保健福祉士，基幹相談支援センター相談員） 

 

＜ピア活動班＞「孤立しない・させない」支援体制構築のためのピア活動について検討 

班員６名（当事者３名，家族，精神保健福祉士，基幹相談支援センター相談員） 

   ※精神科病院（患者・職員）向け交流会の開催を予定していたが，希望する精神科病院がなかった 

ため開催できなかった。その代替として，精神科病院（患者・職員）向け冊子「活動紹介とリカ 

バリーストーリー」を作成し，精神科病院へ配布した。 

 

みんなde研修会① 

【ｵﾝﾗｲﾝ研修】 

令和6年8月20日 

講義「いまさら聞けない!? ピアサポート活動って？ 

  ～仲間同士の支え合い・当事者の声～」 

講師：障がい者基幹相談支援センター西  

     丸山 幸代 相談員 

     ピア活動班当事者メンバー3名 

ｵﾝﾗｲﾝ 

33回線 

みんなde研修会② 

【ｵﾝﾗｲﾝ研修】 

令和6年10月16日 

講義「神経発達症(発達障害)とパーソナリティ症(パーソナ
リティ障害)               

～精神疾患の背景にある特性について～」 

  講師：南浜病院 金子 尚史 院長 

ｵﾝﾗｲﾝ 

78回線 

みんなde研修会③ 

【ｵﾝﾗｲﾝ研修】 

令和7年2月3日    

講義「いまさら聞けない!? 社会福祉協議会って？」 

講師：新潟市社会福祉協議会 地域福祉課 

田中 理絵 CSW(ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ) 

ｵﾝﾗｲﾝ 

39回線 

地域移行・地域定着支援研
修会【対面研修】 

   【講師はｵﾝﾗｲﾝ】 

令和6年12月6日  

1活動報告 ピアサポートグループほほえみの木 

      中村 優美 代表代行 

2講義「当事者と共に安心できる場を作るために 

 ～包括的暴力防止プログラム(CVPPP)の視点から～」 

講師：信州大学 学術研究院          

保健学系 広域看護学領域(精神看護学) 

        下里 誠二 教授・木下 愛未 助教 

3グループワーク 意見交換 

44名 

みんなdeピア交流会 

＜当事者向け＞ 

令和6年9月28日 

当事者同士の交流の場 

少人数グループに分かれて自己紹介，情報共有，相談等 

当事者 

14名 

みんなdeピア交流会 

＜家族向け＞ 

令和6年11月23日 

家族同士の交流の場 

少人数グループに分かれて自己紹介，情報共有，相談等 

家族  

22名 

みんなdeピア交流会 

＜当事者・家族向け＞ 

令和7年3月8日 

当事者・家族の交流の場，勉強会 

研修「みんなde学ぼう！成年後見制度」 

講師：株式会社あしたの森 社長 林 正海 氏 

少人数グループに分かれて自己紹介，情報共有，相談等 

当事者12名 

家族16名 
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＜企画・調査班＞地域で生活する精神障がい者の具体的な課題やニーズを把握するため， 

既存の調査結果の再分析及び新たな調査等の実施並びに調査結果等を踏まえた 

新たな取り組みについての検討 

班員４名（当事者，家族，大学教員，相談支援専門員） 

 

 

③  ｢心のサポーター養成研修」の開催  

  「にも包括」の構築を進めるためには，地域住民の理解や支えも重要であることから，厚生労働省は普及

啓発を目的に「NIPPON COCORO ACTION」として令和３年度から「心のサポーター養成事業」を実施している。  

  メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識と理解をもち，地域や職域でメンタルヘルスの問題を抱える人

やその家族を支援する「心のサポーター」が各地で養成されることで，地域における普及啓発に寄与すると

ともに，メンタルヘルス不調の予防や早期介入に繋がることが期待されている。 

本市でも，令和４年度から「心のサポーター養成研修」を市民対象に開催している。 

 

当事者へのアンケート調査 
新潟市に居住する精神障がい者の地域生活に関する実態調査（質問紙調

査）の実施。調査票発送，回収，データ分析，結果報告書作成 

当事者へのインタビュー調査 

長期入院を経験した精神障がい者の地域生活継続における課題と今後

の生活への思いについての当事者へのインタビュー調査 （令和4年度

から継続）の分析，結果報告書作成 

精神科訪問看護    

ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾘ ｽ ﾄの更新 

令和 3 年度より作成。年 2 回更新を行い，市ホームページにて公開   

※42事業所掲載 

第1回 

令和6年8月30日 

講師（心のサポーター養成指導者） 

新潟大学大学院保健学研究科地域看護学 准教授 成田 太一（看護師） 
32名 

第 2回 

令和6年9月11日 

講師（心のサポーター養成指導者） 

新潟青陵大学看護学部看護学科母性看護学・助産学／地域母子保健学  

助教 石田 真由美（看護師） 

20名 

第 3回 

令和6年10月7日 

講師（心のサポーター養成指導者） 

新潟県立看護大学精神看護学 講師 舩山 健二（看護師） 
34名 
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（６）自殺対策 

① 人材育成 

ア 自殺対策研修会（医療・福祉関係者向け） 

   精神疾患に関する知識等を学び，早期発見・早期治療につなげることで，地域における自殺対策の一層の推

進を図るため，研修会を開催した。 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和7年 

2月15日（土） 

午後2時 

～午後4時 

 

≪公園≫ 

演題1：「妊娠期・産後女性のメンタルヘルスおよび自殺のリ

スクについて 」 

講師：新潟大学医学部医学科医学教育センター  
准教授 福井 直樹氏 

 
演題2：「妊産婦のメンタルヘルスケアと切れ目のない支援～

事例を通して～」 
講師：新潟市東区役所健康福祉課 石山地域保健福祉センター 

主任 青柳 玲子 保健師 
 

【対象】 

医師，歯科医師，薬剤師，

看護師，保健師，助産師，

臨床心理士，公認心理師，

民生委員・児童委員など 

 

【参加者】 

82名 

 

【会場】 

新潟テルサ 大会議室 

 

イ『自殺予防のためのゲートキーパー養成テキスト』を活用した研修会 

関係機関等からの依頼により，“相談”や“連携”等について学ぶことを目的に，平成２９年度に作成した自殺

予防のためのテキストを活用し研修会を実施した。 

内 容 対象・参加者 

≪講義≫ 

・自殺の現状 

・自殺予防のための基礎知識 等 

 

≪演習≫ 

・自殺の反対語 

・自殺予防連携ゲーム「IDOBATA」 等 

【対象】 

高等学校教職員向け：2回 

その他：6回    

  

【参加者】 

延228人 
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② 相談支援 

ア こころといのちの寄り添い支援（自殺未遂者再企図防止）事業 

事業内容 
自殺未遂者の再企図防止を目的とし，自殺未遂者やその家族等に対して相談支援を行うとと

もに，地域における医療・保健・福祉関係者による支援体制を構築する。  

事業対象者 

新潟市内に居住する自殺未遂者本人又は家族等の同意を得られた者で，以下に掲げる者を対

象とする。 

（1）新潟大学医歯学総合病院又は新潟市民病院の救命救急センター等に自殺未遂で搬送され

た者で，医師等が当該事業の支援を必要と認めた者 

（2）救急指定病院等に自殺未遂で搬送された者で，救急指定病院等の医師等が当該事業の支

援を必要と認めた者 

（3）救急隊員等が，自殺未遂により臨場し，当該事業の支援を必要と認めた者 

（4）警察官等が，自殺未遂に関する相談を受け，当該事業の支援を必要と認めた者 

（5）生活保護ケースワーカーが，自殺未遂をした被保護者のうち，当該事業の支援を必要と

認めた者 

（6）その他市長が必要と認めたもの 

 

 

 

【相談実績】相談件数及び支援方法別内訳 

 

令和4年度 

ケース実人数 相談延べ件数 
相談延べ件数内訳 関係機関

調整 
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 単発相談 支援終了 

訪問 来所 電話 その他 

新規14名（継続25名） 

39 
(男性12名，女性27名) 

493 69 43 380 1 279 6 183 25 

 

令和5年度 

ケース実人数 相談延べ件数 
相談延べ件数内訳 関係機関

調整 
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 単発相談 支援終了 

訪問 来所 電話 その他 

新規27名（継続14名） 

41 
(男性15名，女性26名) 

591 64 84 442 1 336 8 121 25 

 

令和6年度 

ケース実人数 相談延べ件数 
相談延べ件数内訳 関係機関

調整 
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 単発相談 支援終了 

訪問 来所 電話 その他 

新規22名（継続16名） 

38 
(男性13名，女性25名) 

533 48 112 373 0 307 10 111 26 
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イ こころといのちのホットライン事業 

事業内容 

平日の日中に相談できない市民のために，平日夜間及び休日の時間帯の電話相談を委託し，

自殺の危険性の高い方に対する相談支援の充実を図る。 

委託事業者：新潟市社会福祉協議会 

事業対象者 原則として新潟市内に居住する者 

事業実施時間 
(1)平日：午後5時から午後10時まで   

(2)土・日，祝日，1月2・3日並びに12月 29～31日：午前10時から午後4時まで 

相談実績 

【令和 4 年度】 7,288件／年 

【令和 5 年度】 8,888件／年 

【令和 6 年度】 9,484件／年 

 

ウ 新潟県こころの相談ダイヤル 

事業内容 

こころの健康などの相談を受けるため，従来の電話相談事業に業務委託の電話相談を加え，

24時間，365日の電話相談を実施する（新潟県・新潟市共同実施）。 

※新潟県が業務委託をし，新潟市は負担金を支出 

事業対象者 原則として新潟市内に居住する者 

事業実施時間 

(1)平日：午後10時から翌午前8時30分まで   

(2)土・日，祝日，1月2・3日並びに12月 29～31日：午後4時から翌午前10時まで 

  ただし，翌日が平日の場合は午前8時30分まで 

相談実績 

【令和 4 年度】2,457件／年 

【令和 5 年度】2,146件／年 

【令和 6 年度】2,444件／年 
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エ くらしとこころの総合相談会事業 

事業内容 
法律やこころの健康など複合的な問題に対応し，市民が早期に適切な支援につながるよう，

弁護士，保健師，精神保健福祉相談員などによるワンストップの総合相談会を実施する。 

事業対象者 原則として，新潟市内に居住する者 

事業実施日等 

≪定例相談会≫ 

（日時） 令和6年4年19日，5月17日，6月21日，7月19日， 

8月16日，10月 18日，11月 15日，12月20日 

令和7年 1月 17日，2月21日 

  午後5時30分から午後8時30分 

（会場） 新潟市総合福祉会館 

 

≪新潟市自殺対策推進月間(9月)及び，自殺対策強化月間(3月)≫ 

（日時） 令和6年9月20日 

令和7年3月21日 

午前10時 30分から午後7時30分 

（会場） 新潟市総合福祉会館 

 

≪定例日以外の相談会≫ 

１．東区開催 

（日時） 令和6年9月30日 午後5時30分から午後8時30分 

（会場） 東区プラザ 

 

２．西区開催 

（日時） 令和7年3月7日 午前10時から午後3時（12～13時を除く） 

（会場） 坂井輪健康センター 

 

相談実績 

【令和3年度】 相談者数：99名 

【令和4年度】 相談者数：121名 

【令和5年度】 相談者数：107名 

【令和6年度】 相談者数：120名 
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③ 事業推進体制 

ア 自殺対策協議会 

本市の自殺対策に関する総合的な推進を図るため，自殺防止対策に関わる関係機関及び団体等で構成する

会議を開催した。 

日  程 内  容 出席委員等 

令和6年 

11月 22日（金） 

・新潟市における自殺の現状について 

・第2次自殺総合対策行動計画の最終評価につ 

いて 

・新潟市自殺総合対策事業実績について 

・その他 

委員：16名（代理出席含む） 

庁内関係委員：2名 

オブザーバー参加：1名 

 

イ 自殺総合対策庁内推進会議 

本市における自殺に関する総合対策を推進するため，自殺防止に関わる庁内関係課で構成する会議を開催

した。 

日  程 内  容 出席委員等 

令和6年 

12月 23日（月） 

・新潟市における自殺の現状について 

・第２次新潟市自殺総合対策行動計画の最終評 

価について 

・新潟市自殺総合対策事業について 

委員：25名（代理出席含む） 

 

 

ウ 自殺対策実務者ネットワーク会議 

自殺対策の推進に向けて，関係機関・団体における実務者レベルの密接な連携を強化し，本市の自殺対策

の課題を共有しながら，問題解決に向けた具体的な対策を検討する場として，本会議を開催した。 

日 程 内  容 参加団体及び参加者数 

令和6年 

5月23日（木） 

8月22日（木） 

10月 24日（木） 

12月 17日（火） 

令和7年 

2月4日（火） 

  

【ハイブリッド開催】 

・各関係機関・団体における取り組み紹介 

 

・自殺防止キャンペーンについて 

 

・いのちを守る超連続勉強会について 

 など 

【参加団体】 

・新潟県弁護士会 

・新潟県臨床心理士会 

・一般社団法人新潟市薬剤師会 

・認定NPO法人新潟NPO協会 

・その他関係団体 

・こころの健康センター（事務局） 

 

【参加者数】 

延べ54名 
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エ 若年層における自殺対策ワーキングチーム 

若年層における自殺対策の推進に向けて，教育委員会等と連携を図りながら，本市における具体的な取組

みを検討する場として，本会議を開催した。 
日 程 内  容 出席者 

令和6年 

5月24日（金） 

 

令和7年 

2月7日（金） 

  

 

・令和6年度の事業について 

・教職員向け自殺予防プログラム及び研修会に

ついて 

 など 

・新潟大学人文社会・教育学系 

教育学部 准教授  

・教育委員会学校支援課 

・教育委員会教育相談センター 

・こころの健康センター（事務局） 

 

【会場】 

こころの健康センター 会議室 

 

延出席者数：16名 

 

④ 普及啓発 

ア 自殺防止キャンペーン 

９月の新潟市自殺対策推進月間及び，３月の国が定める自殺対策強化月間に，広く市民へ相談窓口や早期

に相談することの大切さを知ってもらうため，自殺防止キャンペーンを実施した。 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和6年9月1日（日） 

～9月30日（月） 

 

・職員の名札のデザインを推進月間用に変更し，全庁職員

が着用することにより，新潟市の取り組みについて，普

及・啓発を行った。 

【対象】 

一般市民 

令和6年9月5日（木） 

～10月1日（火） 

【場所】 

ほんぽーと（中央図書館） 

・ほんぽーと小展示コーナーを活用し，本市における自殺

の現状の周知，啓発物を設置した。 

【対象】 

一般市民 

 

令和6年9月6日（金） 

【場所】 

新潟駅万代広場等 

・朝の通勤，通学の時間帯に，協力団体とともに， 

街頭キャンペーンを実施し，啓発物を配布した。 

 

【対象】 

一般市民 

【啓発物配布数】 

1,000セット 

令和7年3月1日（土） 

～3月31日（月） 

 

・職員の名札のデザインを強化月間用に変更し，全庁職員

が着用することにより，新潟市の取り組みについて，普

及・啓発を行った。 

【対象】 

一般市民 

令和7年3月1日（土） 

～3月31日（月） 

【場所】 

こころの健康センター 

市内各区健康福祉課 

市内各区地域保健福祉 

センター 

・心身の悩みを抱えた市民へ接する機会の多い庁内関係機

関へ，相談窓口を記載したカード入りポケットティッシ

ュを設置し，窓口の周知を行った。  

【対象】 

一般市民 

令和7年3月11日（火） 

【場所】 

新潟駅万代広場等 

・夕方の通勤，通学の時間帯に，協力団体とともに， 

街頭キャンペーンを実施し，啓発物を配布した。 

 

【対象】 

一般市民 

【啓発物配布数】 

1,000セット 

 

21



（７）ひきこもり対策 

   平成 23 年 8月に，ひきこもりに関する総合的な窓口として「新潟市ひきこもり相談支援センター」 

   を設置。ひきこもり相談支援センターを中心に，関係機関と連携しながら，ひきこもり支援を実施 

している。 

 

 ひきこもり相談支援センター事業実績 

 

職員体制 （4 名） 

1 事業責任者兼支援コーディネーター（非常勤） 社会福祉士，精神保健福祉士，高校専修教員免許 など 

2 支援コーディネーター（常勤） コミュニティーソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

3 支援コーディネーター（非常勤） 社会福祉士，社会福祉主事，介護支援専門員など 

4 支援コーディネーター（非常勤） 社会福祉主事，ホームヘルパー 

 

① 相談，訪問実績年次推移 

 

 令和 5 年度 令和 6 年度 

 実人数 延人数 実人数 延人数 

訪問件数 57 245 53 264 

相談総件数 509 1,704 475 1,716 

 

 

内

訳 

電 話 189 623 173 729 

面 談 209 867 169 669 

メール 22 33 24 80 

所 外 40 76 41 86 

その他 28 47 35 65 

ＬＩＮＥ 21 58 33 87 

※ＬＩＮＥ相談は令和 4 年度から開始 

※所外相談：新潟市万代市民会館および自宅以外での面接相談 

② 年齢別新規登録者数 

 

 20歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50歳以上 年齢不明 合計 

令和 5年度 22 25 25 20 20 1 113 

令和 6年度 24 20 17 9 23 9 102 

 

③ 居場所等プログラム参加数 

 

 実施回数 参加者合計 男性（本人） 女性（本人） 家族・支援者等 

令和 5年度 76 329 227 33 69 

令和 6年度 88 361 225 55 81 
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④ 支援の成果およびリファー結果 

 

  リファー先 件 数 

相談を経ての本人来所相談  （訪問支援から 3，家族相談から 10） 13 

医療機関受診 4 

新潟地域若者サポートステーション 9 

ハローワーク 1 

障がい者基幹相談センター 3 

進路決定（就労 6，就学 1，職業訓練 1） 8 

発達障がい支援センターＪＯＩＮ 1 

地域活動支援センター 1 

生活支援事業所 1 

                             合計 41 

その他理由にて終了 2 

 

⑤ 関係機関ネットワークづくり 

  ＜新潟市ひきこもり支援連絡会＞ 

【設置目的】   

「新潟市ひきこもり相談支援センター事業実施要綱」に基づき，本市におけるひきこもり支援に 

関する課題の整理や情報交換，事例検討等を行い，各機関による恒常的な連携を確保するため， 

医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関からなる「新潟市ひきこもり支援連絡会」を設置する。 

※支援連絡会の構成員について 

ひきこもり・サポートネットにいがた，ＮＰＯ法人ＫＨＪにいがた「秋桜の会」， 

ＮＰＯ法人にいがた若者自立支援ネットワーク伴走舎，不登校・ひきこもり研究会， 

新潟地域若者サポートステーション，新潟市若者支援センターオール， 

新潟市パーソナルサポートセンター，就労支援事業所 きまま舎， 

市発達障がい支援センターＪＯＩＮ，ＮＰＯ新潟ねっと，市社会福祉協議会， 

各区社会福祉協議会，県ひきこもり地域支援センター，県立新潟翠江高校， 

市教育委員会（教育総務課，生涯学習推進課，学校人事課，学校支援課）， 

市立高等学校（万代，明鏡），市障がい福祉課，市各区健康福祉課， 

市地域包括ケア推進課（市内各地域包括支援センター）， 

こころの健康センター，ひきこもり相談支援センター 

【令和 6年度 実施内容】 

会場 及び 日程 内    容 参加機関・出席者数 

令和 6年 7月 8日（月） 

午後 1時 30 分～3時 30 分 

会場：新潟市総合保健医療

センター(講堂） 

・令和 5 年度 事業実績報告 

・ひきこもり支援者の抱える課題把握 
調査結果報告（第 1報） 

・意見交換等 

参加機関：43機関 

出席者数：58名 
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＜各区ひきこもり支援連絡会，社会福祉協議会等との共催および協力事業＞ 

区 内 容 

北 区 

〇ひきこもり支援連絡会 

・出張相談会 

・ゆるやかな家族向けの居場所 

東 区 

・ニート，ひきこもりに関する親セミナー（新潟地域若者サポートステーション等と共催） 

・ボランティアサロンへの参加サポート 

・個別相談対応，個別カンファレンス 

中央区 ・ニート，ひきこもりに関する親セミナー（新潟地域若者サポートステーション等と共催） 

江南区 

・生きづらさを抱えた方の居場所「ほのぼの江南」 

・ひきこもりや生きづらさを知るための講演会 

・コアメンバー会議  ・個別ケース会議とアウトリーチ 

秋葉区 

〇ひきこもり支援連絡会 

・家族向けひきこもりを学ぶ講座 

・家族の懇談会 

南 区 

〇ひきこもり支援連絡会 

・ひきこもりに悩んでいる家族の居場所 

・当事者の居場所「rakkura」  ・個別ケース会議とアウトリーチ   

西 区 

・西区ひきこもりびとミーティング  

・にしコミネット 

・ニート，ひきこもりに関する親セミナー（新潟地域若者サポートステーション等と共催） 

西蒲区 

〇西蒲区生きづらさを抱えた方の支援連絡会 

・出張相談会 

・当事者の居場所「marugo-to  home」，「marugo-to home ひきこもり限定ぷち居場所」， 

・親の会「まるまるの会」 

＜各会議体との連携（計画的・定期的な参加）＞ 

 ・ひきこもりサポートネットにいがた，にいがた若者自立応援ネット，ささえあいコミュニティ 

生活協同組合新潟Ｂ部会，８０５０等支援ミーティング，新潟市中学校校長会 など 

＜情報発信・普及啓発＞ 

  ・ホームページやブログでの情報発信 

  ・パンフレットの刷新 

  ・関係機関との共催事業や各区の支援者が集う会議等への積極的な参加 

 

⑥ 関係機関の職員養成研修事業 

会場及び日程 内    容 出席者数 

令和 6年 12 月 19 日（木） 

午後 2時～4 時 

会場：新潟テルサ 

2 階特別会議室 

・ひきこもり支援について（講話） 

・ひきこもり相談支援センターの業務紹介 

・事例検討 

42 名 
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（８）依存症対策 

① 治療・回復プログラム 

   アルコール・薬物・ギャンブルの問題を抱えた本人が依存症に対する正しい知識や理解を深め，アルコー

ル・薬物・ギャンブルに頼らない生活の継続を目指し，具体的な方法を習得することを目的に各治療回

復プログラムを実施した。 

 

 【集団プログラム】                           

 最小催行人数に満たなかったため実施せず。 

 

【個別実施】 

 来所相談の中で治療・回復プログラムを個別で実施した。 

依存対象 プログラム名 実施人数（実） 

アルコール・薬物 新潟市版 SMARPP（全 7回） 2 名 

ギャンブル SAT-G 3 名 

SAT-G ライト 1 名 

 

 

 

 

 

②人材育成【再掲】 

【依存症支援者研修】（※新潟県精神保健福祉センター共催） 

アルコール依存の基礎知識及び初期相談の対応方法について学び，依存症相談支援業務に関する専門知識

及び技術を習得し，円滑に業務を遂行できることを目的に研修会を開催した。 

【オンラインによる開催】 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和 6年 

12月 5日（木） 

午後 2時 

   ～ 

午後 4時 30 分 

講義①：「アルコール依存症の理解」 

講師：講師：医療法人恵松会 河渡病院  

院長 若穂囲 徹 先生 

講義②：「消化器内科医が診る飲酒量低減療法 

~ナルメフェンの使用経験からの考察も含めて~」 

講師：医療法人愛仁会 亀田第一病院 

消化器内視鏡センター長  

理事長補佐 渡邉 東 先生 

当事者からのメッセージ   

 

 

【対象】精神科医療機関，一般医療

機関，薬局，訪問看護ステ

ーション，健診・保健指導

等に従事する機関，障害福

祉関連相談機関，生活困窮

者自立相談支援機関，社会

福祉協議会，行政機関等の

職員 

 

【参加者】 23 名（新潟市分） 
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【令和６年度 みんなｄｅ研修会 番外編「依存症を知ろう！」】 

精神障がい者の地域生活を支える支援者が，回復への体験談やダルクの紹介を通して，依存症について理解を

深めることを目的とした研修会に研修会を開催した。 

【オンラインによる開催】 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和 6年 

9月13日（金） 

午後 2時 

   ～ 

午後 3時 40 分 

① ミニ講義「依存症の基礎知識」   

新潟市こころの健康センター 小出主査 

 

② 体験発表・活動紹介「ダルクってどんなところ？」 

新潟ダルク 施設長 田中 五八生 氏 

 

【対象】地域包括支援センター，障

害福祉関連相談機関，社会

福祉協議会，行政機関等の

職員 

 

【参加者】 37 名 

 

 

 

 

③ 依存症相談拠点設置（令和３年３月１６日～） 

  「新潟市依存症相談拠点機関設置運営事業実施要綱」を策定し，新潟市こころの健康センタ

ーに依存症相談拠点を設置している。 
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（９）人材育成 
 
① 精神保健福祉研修会 基礎研修 

精神保健福祉業務に従事する職員が円滑に業務を遂行できるよう，必要な知識及び情報を習得することを

目的に研修会を開催した。 

【オンラインによる開催】 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和6年 

5月30日（木） 

午後1時30分 

   ～ 

午後3時30分 

講義：「こころの健康センターを知る」 

「新潟市の精神保健福祉施策」 

「精神科入院の法制度」 

講師：こころの健康センター職員 

【対象】地域連携に関わる医療・保健・

福祉業務に従事する者及び教

育関係機関職員 

 

【参加者】 54回線 

令和6年 

7月18日（木） 

午後1時30分 

   ～ 

午後2時40分 

講義：「精神科クリニックが地域で担う役割について」 

講師： 新津メンタルクリニック  

湯川 尊行 院長 

 

※新潟市精神障がい者の地域生活を考える会と共催 

【対象】地域連携に関わる医療・保健・

福祉業務に従事する者及び教

育関係機関職員 

 

【参加者】 61回線 

 

 

② 依存症支援者研修 

 

【依存症支援者研修】（※新潟県精神保健福祉センター共催） 

アルコール依存の基礎知識及び初期相談の対応方法について学び，依存症相談支援業務に関する専門知識及び

技術を習得し，円滑に業務を遂行できることを目的に研修会を開催した。 

【オンラインによる開催】 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和6年 

12月 5日（木） 

午後2時 

   ～ 

午後4時30分 

講義①：「アルコール依存症の理解」 

講師：講師：医療法人恵松会 河渡病院  

院長 若穂囲 徹 先生 

講義②：「消化器内科医が診る飲酒量低減療法 

~ナルメフェンの使用経験からの考察も含めて~」 

講師：医療法人愛仁会 亀田第一病院 

消化器内視鏡センター長  

理事長補佐 渡邉 東 先生 

当事者からのメッセージ   

 

 

【対象】精神科医療機関，一般医療機

関，薬局，訪問看護ステーシ

ョン，健診・保健指導等に従

事する機関，障害福祉関連相

談機関，生活困窮者自立相談

支援機関，社会福祉協議会，

行政機関等の職員 

 

【参加者】 23名（新潟市分） 
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【令和６年度 みんなｄｅ研修会 番外編「依存症を知ろう！」】 

精神障がい者の地域生活を支える支援者が，回復への体験談やダルクの紹介を通して，依存症について理解を深

めることを目的とした研修会に研修会を開催した。 

【オンラインによる開催】 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和6年 

9月13日（金） 

午後2時 

   ～ 

午後3時40分 

① ミニ講義「依存症の基礎知識」   

新潟市こころの健康センター 小出主査 

 

② 体験発表・活動紹介「ダルクってどんなところ？」 

新潟ダルク 施設長 田中 五八生 氏 

 

【対象】地域包括支援センター，障害

福祉関連相談機関，社会福祉

協議会，行政機関等の職員 

 

【参加者】 37名 

 

 

③ 新潟圏域高次脳機能障害支援従事者研修  (※新潟地域振興局共催) 

新潟圏域において，高次脳機能障害者の支援に従事する関係者に対して，研修を通じて高次脳機能障害に

関する基礎知識の普及及び関係者の支援の向上を図るとともに，新潟圏域における支援ネットワークの構築

に資することを目的に研修会を開催した。 

                 【オンラインによる開催】 

日 程 内  容 対象・参加者 

令和6年 

12月23日（月） 

午後1時30分 

 ～ 

午後3時30分 

行政説明：「高次脳機能障害相談支援センターに 

おける相談状況」 

講師：新潟県精神保健福祉センター  

            参事 河村 里絵 氏 

 

講義：「高次脳機能障害を有する高齢者の特徴と対応」 

講師：新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 

言語聴覚学科 准教授 佐藤 卓也 氏 

 

【対象】新潟圏域（新潟市，五泉市，阿

賀野市，阿賀町）の保健，医療，

福祉（高齢・障害），行政機関等

において，高次脳機能障害者の

支援に携わる者 

 

【参加者】 50名 
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（１０）普及啓発 

① 出前講座 

 庁内の相談支援職員，庁外の公的機関や企業などの外部機関，また一般市民等からの依頼により， 

精神保健福祉に関する講演などを実施した。 

 

② 共催 新潟県精神保健福祉協会新潟市支部 記念講演会 

精神保健福祉に関する知識の普及啓発のため，講演会を開催する。 

日 時 ・ 会 場 内 容 ・ 講 師 参加者 

令和 6年 7月 20 日（土） 

午後 2時 30 分～午後 4時 00 分 

会場：新潟ユニゾンプラザ 

  4 階大研修室 

演題 「聴くことの大切さ 

～こころに響くコミュニケーション～」 

講師 新潟いのちの電話 前理事長 

    石本 勝見 氏 

76 名 

 

③ 共催 新潟県精神保健福祉協会新潟市支部 市民講座 

     精神保健福祉の普及啓発事業として，一般市民や当事者・家族・関係者を対象に，こころの健康を 

テーマとした講演会を年 2 回実施する。 

令和 6年度は「薬と健康」をテーマに，2 回シリーズで開催した。 

日 時 ・ 会 場 内 容 ・ 講 師 参加者 

【第 1回】 

令和 6年 12 月 21 日（土） 

午後 2時～午後 4 時 

 

会場：新潟テルサ 3 階大会議室 

 

 

演題 「若者層に広がる市販薬の過剰摂取 

～誰もが当事者のサポーターになれる社会を 

目指して～」 

講師 新潟薬科大学 薬学部 

    助教 城田 起郎 氏 

 

 

34 名 

【第 2回】 

令和 7年 2月 22 日（土） 

午後 2時～午後 4 時 

 

会場：新潟テルサ 3 階大会議室 

 

 

演題 「意外と知らない薬のこと，薬剤師のこと 

～ヘルスリテラシーを高めましょう！～」 

講師 新潟薬科大学 薬学部 

    社会薬学研究室 教授 富永 佳子 氏 

 

 

50 名 

 

年 月 日 内   容 依 頼 者 参加人数 

令和 6年 6月 11 日 小須戸圏域介護支援専門員学習会 
「こころの健康センターの機能について」 

地域包括支援センター

こすど 
  26 名 

令和 6年 11月 19日 おむすびクラブ研修会 
「こころの健康センターの機能について」 

地域包括支援センター

しろね南 
  30 名 

令和 6年 12 月 3 日 新潟大学法学部特殊講義 
「こころの健康センターの機能について」 

新潟大学 96 名 

令和 7年 2月 28 日 医療と介護の出前スクール 
「こころの健康センターの機能について」 

在宅医療・介護連携ステ

ーション中央 
125 名 
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 ④ 啓発資材の配布 

   令和 3年度，新潟デザイン専門学校の生徒を対象に，アルコール依存症について講義するとともに，普及

啓発を目的にした，クリアファイルのデザイン画を募集。その中から 3点の作品を選定し，令和 4年度から

3 年間クリアファイルを作成・配布する。 

＜配布状況＞ 

   ・精神保健福祉協会主催（新潟市共催）での講演会および市民講座参加者へ配布 

   ・市内精神科病院，精神科クリニック等へ配布 

   ・市内公民館等への設置や各種会議，連絡会等で広く配布 

   ・こころの健康センターで実施した依存症相談窓口啓発パネル展にて配布 

                                                             

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    ‐表面‐             ‐裏面‐ 

 

  ※表は「堕落」で裏が「手を取り合うこと」をテーマに制作。 

 

 

（１１）技術指導及び援助  
    関係機関に対し，事例検討会，面談，電話等による専門的指導援助を行う。 

   ＜内容（衛生行政報告例区分）＞ 

アルコール 3件，こころの健康づくり 15 件，自殺関連 1件， 

その他（困難事例対応 など） 1 件 

合計 20 件 
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 市民等に対し，精神疾患や精神保健福祉に関する専門的な相談を行う。

①実績　　令和6年度相談（来所＋電話＋訪問＋メール）延べ人数　5,529人

実施回数 実人数 延人数 実施回数 実人数 延人数

精神科医（所長）による精神保健福祉相談 毎週木曜日 31 31 41 22 22 31

精神科医による思春期青年期相談
偶数月の第2木曜日

(R5～奇数月の第4金曜日
も追加）

12 13 13 12 10 11

依存症相談 随時 20 43 26 69

臨床心理士によるこころの健康相談 第2・4水曜日 12 7 7 12 4 4

71 104 62 115

月～金曜日 107 139 92 112

178 243 154 227

実人数 延人数 実人数 延人数

月～金曜日 1,788 5,708 1,486 5,253

実件数 延件数 実件数 延件数

月～金曜日 10 10 7 7

実件数 延件数 実件数 延件数

24時間（返信対応は平日
開庁時間）

53 56 39 42精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談

令和6年度

令和6年度

精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談

小計

合計

精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談

開催日

令和5年度

開催日

令和5年度

開催日

メール・手紙による相談・問い合わせ対応

電話相談

訪問相談

令和6年度

専
門
相
談

（１２）精神保健福祉相談

令和5年度

開催日

相談名

令和5年度 令和6年度

精神保健福祉相談員による精神保健福祉相談
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② 来所相談（内訳）　

性 別 延 人 数 構 成 比 月 延 人 数 構 成 比

男 137 60.4% 4月 22 9.7%

女 90 39.6% 5月 30 13.2%

計 227 100.0% 6月 25 11.0%

7月 23 10.1%

8月 22 9.7%

9月 19 8.4%

区 名 延 人 数 構 成 比 10月 24 10.6%

北区 19 8.4% 11月 21 9.3%

東区 32 14.1% 12月 10 4.4%

中央区 70 30.8% 1月 11 4.8%

江南区 14 6.2% 2月 8 3.5%

秋葉区 11 4.8% 3月 12 5.3%

南区 7 3.1% 計 227 100.0%

西区 60 26.4%

西蒲区 9 4.0%

市外 4 1.8%

不明 1 0.4%

計 227 100.0%

相談者年代別区分

年 代 本 人 家 族 そ の 他 計 構 成 比

0代 0 0 0 0 0.0%

10代 6 30 0 36 15.9%

20代 18 19 1 38 16.7%

30代 25 17 1 43 18.9%

40代 29 19 2 50 22.0%

50代 22 15 0 37 16.3%

60代 4 8 0 12 5.3%

70代 0 8 1 9 4.0%

80代 1 0 0 1 0.4%

90代 0 1 0 1 0.4%

不明 0 0 0 0 0.0%

合計 105 117 5 227 100.0%

相談経路内訳　

延 人 数 構 成 比

17 7.5%

0 0.0%

2 0.9%

7 3.1%

15 6.6%

9 4.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

24 10.6%

3 1.3%

4 1.8%

1 0.4%

117 51.5%

12 5.3%
16 7.0%

227 100.0%計

月別相談人数

個人紹介

市報にいがた

継続

その他

不明

一般病院

施設

本・パンフレット・電話帳

インターネット

直接来所

教育関係

司法関係

警察関係

その他の公的機関

精神科病院（医院）

男女別内訳

地域別内訳　

機 関

区役所・地域保健福祉センター
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診断名内訳　
ICDコード 延 人 数 構 成 比

F0 1 0.4%
F1 2 0.9%
F2 18 7.9%
F3 24 10.6%
F4 12 5.3%
F5 0 0.0%
F6 3 1.3%
F7 6 2.6%
F8 14 6.2%
F9 5 2.2%
G40 0 0.0%

73 32.2%
69 30.4%

227 100.0%
※ＩＣＤ－１０に基づくコード番号

主訴内訳
構 成 比

自閉的な問題(PDD) 0
注意欠陥・多動性障害 0
発達遅滞に関する問題 0
その他 0 0 0.0%

依存の問題 69
対人関係上の悩み 6
近隣とのトラブル 0
非行・反社会的問題 0
引きこもり 4
身体上の悩み 0
神経症的・心気的な訴え 6
性格上の悩み 6
食欲の異常 0
生き方についての悩み 12
認知症に関する問題行動 0
その他 3 106 46.7%

結婚・離婚の問題 0
出産・育児上の悩み 0
遺伝の問題 0
その他 0 0 0.0%

不登校に関する問題 3
いじめに関する問題 0
学校における問題 0
その他 0 3 1.3%

仕事に関する問題 1
人間関係に関する問題 0
経営不安・リストラ・倒産・失業に関する悩み 0
復職に関する問題 0
その他 0 1 0.4%

家庭内暴力 5
家族間の問題 9
虐待（児・高・障） 1
高齢者の問題 0
借金，多重債務 0
その他 0 15 6.6%

精神障がいへの不安 41
受診勧奨・入院措置に関すること 26
精神障がいの受診・治療の問題 0
幻覚・妄想の訴え 0
医療機関の処遇の問題 0
医療機関の照会 17
その他 2 86 37.9%

地域生活に関すること 8
精神障がい者への関わり方 2
経済・福祉・法律に関すること 0
退院後支援・医観法に関すること 1
その他 0 11 4.8%

人権に関すること 0
情報提供 0
自殺 1
自死遺族 0
犯罪被害 0
その他 1
災害 0
近況 3 5 2.2%

227 100.0%

【性格・行動の問題】

不明
計

主 訴 の 内 容
【発達の問題】

延 人 数

精神遅滞[知的障害]

小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害および特定不能の精神障害
神経系の疾患（てんかん等）

心理的発達の障害

無し

診 断 名
症状性を含む器質性精神障害
精神作用物質使用による精神および行動の障害
統合失調症，統合失調型障害および妄想性障害

成人のパーソナリティおよび行動の障害

気分（感情）障害
神経症性障害，ストレス関連障害および身体表現性障害
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

【リハビリテーション】

【その他】

【家庭内の問題】

計

【結婚・遺伝の問題】

【教育の問題】

【職業の問題】

【診断・治療】
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③ 電話相談（内訳）

実人数 延人数 実人数 延人数
精神保健福祉相
談員による精神
保健福祉相談

月～金曜日 1,788 5,708 1,486 5,253

男女別内訳 月別相談人数
区 分 延 人 数 構 成 比 月 延 人 数 構 成 比
男 2,335 44.5%  4月 439 8.4%
女 2,871 54.7%  5月 472 9.0%

不明 47 0.9%  6月 460 8.8%
計 5,253 100.0%  7月 524 10.0%

 8月 458 8.7%
 9月 407 7.7%

地域別内訳　 10月 494 9.4%
区 名 延 人 数 構 成 比 11月 405 7.7%
北区 182 3.5% 12月 393 7.5%
東区 553 10.5%  1月 401 7.6%

中央区 967 18.4%  2月 395 7.5%
江南区 213 4.1%  3月 405 7.7%
秋葉区 172 3.3% 計 5,253 100.0%
南区 228 4.3%
西区 640 12.2%

西蒲区 294 5.6%
小計 3,249 61.9%
市外 65 1.2%
不明 1939 36.9%
計 5,253 100.0%

相談者年代別区分
年 代 本 人 家 族 そ の 他 計 構 成 比
0代 0 5 0 5 0.1%
10代 26 107 12 145 2.8%
20代 94 95 18 207 3.9%
30代 230 69 13 312 5.9%
40代 475 65 13 553 10.5%
50代 1227 63 26 1316 25.1%
60代 708 48 13 769 14.6%
70代 478 45 20 543 10.3%
80代 28 22 6 56 1.1%
90代 1 5 0 6 0.1%
不明 1196 103 42 1341 25.5%
計 4,463 627 163 5,253 100.0%

相談経路内訳　
延 人 数 構 成 比

76 1.4%
5 0.1%
1 0.0%

34 0.6%

66 1.3%

83 1.6%

12 0.2%
1 0.0%

56 1.1%

467 8.9%

29 0.6%

25 0.5%
0 0.0%

70 1.3%
3767 71.7%
561 10.7%

5253 100.0%

電話相談 開催日
令和5年度 令和6年度

司法関係

機 関
区役所・地域保健福祉センター
教育関係

本・パンフレット・電話帳

インターネット

市報にいがた

個人紹介

警察関係

その他の公的機関

精神科病院（医院）

一般病院
施設

不明
計

直接来所
その他
継続
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診断名内訳
ICDコード延 人 数 構 成 比

F0 9 0.2%
F1 57 1.1%
F2 1,374 26.2%
F3 534 10.2%
F4 193 3.7%
F5 5 0.1%
F6 223 4.2%
F7 35 0.7%
F8 182 3.5%
F9 18 0.3%
G40 96 1.8%

493 9.4%
2,034 38.7%
5,253 100.0%

※ＩＣＤ－１０に基づくコード番号

主訴内訳　
延 人 数 構 成 比

2 0.0%
2,177 41.4%

17 0.3%
15 0.3%

244 4.6%
363 6.9%
646 12.3%
46 0.9%

1,743 33.2%
5,253 100.0%

リハビリテーション
その他

主 訴
発達の問題

診 断 名   
症状性を含む器質性精神障害

神経系の疾患（てんかん等）
無し

結婚・遺伝の問題
教育の問題

計

精神作用物質使用による精神および行動の障害
統合失調症，統合失調型障害および妄想性障害
気分（感情）障害

計
不明

成人のパーソナリティおよび行動の障害
精神遅滞[知的障害]
心理的発達の障害
小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害および特定不能の精神障害

家庭内の問題
診断・治療

職業の問題

神経症性障害，ストレス関連障害および身体表現性障害
生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

性格・行動の問題
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５ 新潟市こころの健康センター条例 

平成 18 年 12 月 21 日 

条例第 80 号 

(設置) 

第 1 条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。)第

6 条第 1 項の規定に基づき，新潟市こころの健康センターを新潟市中央区川岸町 1 丁目 57 番地 1 に設

置する。 

(業務) 

第 2 条 新潟市こころの健康センター(以下「センター」という。)は，次に掲げる業務を行う。 

(1) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。 

(2) 精神保健及び精神障がい者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものに関するこ

と。 

(3) 前号に掲げる業務に係る診療に関すること。 

(4) 精神医療審査会の事務に関すること。 

(5) 法第 45 条第 1 項の規定による申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律(平成 17年法律第 123号)第 52条第 1項に規定する支給認定(精神障がい者に係る

ものに限る。)に関する事務のうち，専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める業務 

（平 24 条例 104・一部改正） 

(休館日) 

第 3 条 センターの休館日は，次のとおりとする。ただし，市長が特に必要があると認めるときは，

臨時にこれを変更することができる。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(3) 12 月 29 日から翌年の 1月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

(開館時間等) 

第 4 条 センターの開館時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとし，第 2 条第 2 号の相談の受

付時間は午前 9時から午後 4時 30 分までとする。ただし，市長が特に必要があると認めるときは，臨

時にこれを変更することができる。 

(平 19 条例 66・一部改正) 

(使用料等) 

第 5 条 センターにおいて行う第 2条第 3 号の診療については，使用料及び手数料(以下「使用料等」

という。)を徴収する。 

2 使用料等の額は，健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)の規定による療養に要する費用の額の算定方

法第 1 号及び第 2 号又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)の規定による療養

の給付に要する費用の額の算定に関する基準第 1 号及び第 2 号により算定した額とし，これらに規定

されていないものについては，別に規則で定める額とする。 

(平 20 条例 11・一部改正) 

(使用料等の徴収時期) 
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第 6 条 使用料等は，その都度徴収する。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限

りでない。 

(使用料等の免除) 

第 7 条 市長は，特別の理由があると認めるときは，その使用料等の全部又は一部を免除することが

できる。 

(その他) 

第 8 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

この条例は，平成 19 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 19 年条例第 66 号) 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則(平成 20 年条例第 11 号) 

この条例は，平成 20 年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年条例第 104 号) 

この条例は，平成 25 年 4月 1 日から施行する。 
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